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現代的公共性 と地方自治

槌 田 洋(日 本福祉大学)

1,は じめに～市民的公共性 と現代的公

共性

本稿 は,現 代 的な公共性 と地方自治 との関

係 を論 じるu.こ こで敢 えて"現 代的"と い

う語 を用い るの は,"市 民 的公共性"と 区別

す るためである.ハ ーバーマスの 『公共性の

構造転換 』で,市 民社会の成 立に伴い君主的

権威 に具現 された公共性に替 わって生 じた と

された市 民的公共性では,ブ ル ジョアジーの

男性 を主体 とした公共空間 としての,私 的な

生活領域 を背後 に置いた レベ ルでの公共 圏の

形成が前提 されていた.こ うした前提は,生

存権 を始 め とす る社会権 が普及す ると共 に,
"生 活 の社 会化"が 進 んだ現状 にあ

って は根

拠 を失 って い る.公 共性 概 念 には む しろ,

個 々人の私 的な領域 を支える公共政策を正統

化す る基準 としての内容が求 め られている段

階 とい う事がで きよう。

ここであ らためて公共性 の意味 を振 り返 る

な らば,少 な くとも近代的な概念 としての公

共性概念は最 も根本的な レベ ルでは,社 会的

な権利の主体 としての国民 を念頭 に置いた上

で,統 治行為即 ち行政権力 の行使 を正統化す

る基準 として把 握 され る と言 えるであ ろう.

但 し,権 利 の概念が歴史 と共 に変化するこ と

は当然であ り,近 代初期における人間の権利

が 自由権 を中心 として捉え られていた ことは

疑いのない所である.

二つの大戦 を経て,生 存権 を始め とす る社

会権が普及する と共 に福祉 国家型政策の展 開

を通 じて,国 家/行 政 と個 々人 との関係 も大

きく変化 を来た した.ハ ーバ ーマス は,社 会

国家(福 祉 国家)の 出現 を通 じて,市 民社会

が 自ら創 り上げた市民的公共性が,担 い手で

ある市民が 「文化 を論議す る公衆 から文化 を

消費す る公 衆へ転化」す る と共に,空 洞化 を

来た した とす る2,.そ れは或 る意味では中央

集権型福祉 国家 が国民 を受身 に立 たせたこ と

による負 の側面 を痛烈 に批判 した もの と言 う

ことがで きるであ ろう.

池上惇 は,政 府 の政策 を決定す る公共選択

の主体 としての納税者の権利 と,政 策を社会

的に評価す る主体 としての権利 とを統一 した

概念が必要 である として,こ れを新社会権 と

呼 んでいる.こ こでの新社会権の内容は,公

共政策 を客観的 に評価す る能力を向上 させ る

学習過程 を前提 した,動 的な概念 として把握

されて い るこ とが特 徴 であ る.そ れ は,統

治/行 政権力 を評価す る基準 ～言葉 を換 えれ

ば公共性 を創造 し行使す る主体 としての国民

に注 目した上 で,統 治能力 を発展 させ る国民

の権利 とい うことが出来 るであろう3;.

問題は,そ うした学習過程 の現実社会での

展開である.商 晶の購入 によって生活 を満た

す孤独 な消費者の モデルでは,公 共政策 に求

め られる社会的 な役割 を評価 する能力の十全

な発展 を期待す るこ とは難 しいであろ う.し

か し現実の社会 は,地 域社会の共同的なルー

ルや公共サ ービス を不可欠の前提 として成 り

立 っているのであ り,現 代の市民はそ うした

公共生活 を通 じた学習過程 を経験 していると

いうことが できる.市 民的公共性が君主の権

威 に対抗す る黎明期の ブル ジョァジーを想定

した歴史的 な概念であ った ことを念頭 に置 く

ならば,現 代的公共性 の基礎 には新社会権 を

担 って公共サー ビス と共 に生活する現代人が

念頭 に置かれて しかるべ きであろう.

現代 的公共性の検討 に当たっては,地 方 自

治の論理 は重要 な位置 を占める.そ れは後述

する ようにコ ミュニケー ションを通 じて公共
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的な圏域 を形成す る市民の活動 と学習 の舞台

とも言えるもので ある.同 時に,個 々人の主

権 と意志か ら出発 した公 共性 の論理 は,政

府/国 家 システムの総体 を問い直すスケー ル

と展望を持つ はずであ り,現 代 的公共性 とそ

の一翼を担 う地方 自治の理論 について も根 本

的な問題提 起が必要 と言い得 るであろ う.以

下では,個 人 と政府/国 家 との関係 を市民社

会論の歴史 に立 ち返 って検討す ることか ら始

めたい.

(なお,公 共性 の意味 をめ ぐっては論者 に

よってニュア ンスの違いが見 られるが,本 稿

では,公 共性 は行政権限/政 策選択 を正統化

す る基準 を意味す るもの とし,公 共圏は個人

問の了解/認 識 の共 有空 間 を指 す もの とし

て,ま た公的主体 は行政執行 の主体 を指す も

のとして用 いるの

2,公 共性 と市 民社会 をめぐる論点

ヨーロ ッパでの市民社 会論 は0個 人の意志

や利害 と国家 とを媒介す る もの として展開 さ

れて きた。それは反面で,市 民社 会を律す る

基準 としての公共性の根拠 と背景をめ ぐる議

論であった ともい う事が 出来 る.こ う した議

論 を振 り返 ることは0個 入/市 民社会//公 共

性の相互関係 を検討する上 で有益である.

」・エー レンベ ルグは,近 代の市民社会論 に

至 る歴史的な流れ を次の様 に要約 している.

「古典古 代的市民 社会概念 は,社 会生活が

様 々な異 なっ た領域 で営 まれる としつつ も,

その理論家 達は個 々人の私的利害には関心 を

示 さなかった.多 くの場合,ギ リシャ人や ロ
ーマ入たちは ,個 々人の全体への奉仕 を広義

の市民性 と位置付 けたの である.古 代世界が

崩壊 しキ リス ト教 が信仰 と奉仕 を教示 した と

き,中 世の思想 家達は人 間行動 を,普 遍的な

ものに向か う神 の計画 において説明 しよう と

した、こうした方 向はヒエ ラルヒー的制度の

もとに編成 された 自然経済 に即応 した もので

あった,つ ま り,自 然経済の もとでの経済生

活 は,政 治的制 度や規範 によって強制 され,

生産は基本 的 に 自給 自足 的 に行 われてお り,

個人的な所有 は道徳的 に望 ましい行為 と見 な

され なか った け.」言 うなれ ば神 の下 にあっ

た公共性 を世俗の社 会に引 き出 したの は近代

への移行 である.「 土地/労 働/商 品にお け

る市 場の強力 な発展 によって自給 自足経済が

瓦解 し,私 的利害が理論 的/実 践的 な中心 問

題になった.… 近代 の到来 によって,自 由主

義が市民社 会を国家か ら切 り離 し,私 的利害

が市 民社会 の機軸 である ことを認識 させ たの

である 「.」

近 代の市民社 会論 は,私 的利害 を追求す る

個々人に よって構 成 される市民社 会 と,国 家

との関係 をめ ぐって展 開 された.そ の嗜矢 は

ホッブスの理論であ り,自 由で平等 な権利 を

持つ個 々人に よって構成 される市 民社会 は,

私的利益 を求める市民 間の涯 なき争いの場 と

して捉 え られ る.国 家 の絶対権力は,平 等 に

私的利益 を追求する市民社会での秩 序 を維持

する立場か ら正統化 される。国家が,社 会秩

序 とい う意味で の公共 性 を担 った わけで あ

る.こ れに対 して ロックの市民社 会論は,労

働を通 じて財産を形成 し生命 を維持 する自由

な市民 という想定 を基礎 に置いている。ロ ッ

クにあっては,財 産 の形成 を通 じて生命/自

由を維持す る個々入の社 会は決 して 『万 入の

万人 に対す る闘争 』の場 ではな く,個 人間の

契約 関係 に基づ く社会であ り,こ うした個人

の財 産 と秩序 を維持す るために限定的な権限

を持つ国家 が正統化 される.

個 々人の私益 の追求 と市民社 会 との相互関

係,そ して国家 の役割 に関わる議論 を大 き く

転換 させたの はアダム ・ス ミスで あった.ス

ミス にあっては,市 民社会における個 々人の

私益 の追求 は市場 を通 じて公益 に転化す る.

個人の利益 と社会の利益 とは市場 メカニズム

を通 じて統一 され るわけであ り,国 家の役 割

はこう したメカニ ズムの作用を円滑 にす ると

共に,教 育 を通 じた国民の能力 の全般的 な向

上といった外部か らのサポー トを中心 にした

もの に変容 を遂 げる.国 家 と市民社 会 との関

係 は,市 場 を要 として再構成 されたわけであ

る.

こうした市民社会二市場社会に対する楽観

的な捉え方は,フ ランス革命を経て封建的な

束縛から逃れた自由な市場が勢力を振るう中
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で,む しろ貧困 と悲惨 さが拡大す る現実に直

面 したことで根 本的な見直 しを迫 られ るこ と

になる.ヘ ーゲルは,市 民社 会が搾取の仕組

み としてのブルジ ョア社会であることを把握

した上 で,理 性 の現実体 としての国家 に市民

社会 の悲惨 を制御 する役割 を託 した61.こ れ

に対 してマルクスは,国 家の本質が階級社会

に根 ざす こ とを暴 露す る と共 に,平 等社会を

実現す る労働者階級 の国家 を展望 した.そ の

正統性 は階級的利害 そのもの を超越 した立場

に立つ階級 としてのプロレタリアー トの権力

に よって根拠付 け られる.

エ ー レンベ ルグは,市 民社 会 二ブルジョァ

社会 に対す る国家 の規制 を重視 したヘーゲル

やマルクスに対 して0個 人が国家権力 を制御

する上 での 中間団体 の役割 を重視する潮流が

あった として,そ の源流 にル ソー を位置付 け

てい る71.こ れに よれば,ル ソーの思想の核

心 にあったの は,共 同体 に基づ く道徳的市民

社 会論 である.ル ソーはホッブスの主権者や

ロックの自然権 な どに代 えて,社 会的相互作

用の緊密 な網の 目の中に根付 くことに よって

自律 を確保す る,道 徳 的な市民社 会を構想 し

た8}.ル ソーに よれば,古 典的 自由主義では

市民社会 の中で人間が人間になる道徳 的な過

程 を説 明で きない.ホ ッブス的或いはロック

的な契約概念 は国家 を設立す るが,市 民社会

は設立 しない.な ぜな ら,契 約 は,私 的利害

の相互の追求 を助長する以外の ことは出来な

いか らである.し か し,市 民社会 は,契 約 を

強化 し財産 を擁護する体制以上の持続的な も

の によって構成 され なければな らない.ル ソ

ー は市民社会 を,一 般意志 によって導かれ法

に よっ て支配 され る共 同体 と考 えたの であ

り,そ の社会契約 は,共 同体の政治的生活 に

十全 に参加す る諸個人か らなる道徳的共同体

と しての市民社 会 を企図 した ものであった.

問題は市民 たちがその利害 を結合 して市民社

会 を分裂の脅威か ら守ることであ り,そ れは
一般意志が

,一 時的な利害 を超越 し政治的に

表現 される とき,道 徳的力 を発揮 することに

よって達成 され る.こ こでは公共性は,一 般

意志や道徳 とも表裏の関係 にあ り,個 人 と市

民社 会 とを結 びつ けると共 に,市 民社会に直

接根 ざ した市民の政治 を律す る役割 を果たす

もの といえるであろう.

以上 に見て きた ような,個 々人 と経済的諸

関係 を含 む概念 としての市民社会お よび国家

の相互関係,さ らにこれ らを律する政治や道

徳そ して公共性 をめ ぐる論点 は,コ ミュニケ
ーシ ョン理論に歩 を進 めたハ ーバーマスに よ

って一層深め られる.

3,ハ ーバ ーヤ スのゴ ミュニケ」 シゴン

理論 と公共性

市民的公共性 の分析 か ら"コ ミュニケーシ

ョン的転換"を 遂げた とされるハーバーマス

の理論 は,コ ミュニケー シ ョン的行為 を通 じ

た公共圏の形成 と,討 議 と民主的手続 きを通

じた行政権力の正統性 の論理 を主体 としてい

る.こ こで興味深いのは,コ ミュニケーシ ョ

ン的行為 を通 じた公共圏域 の形成であ り,そ

れはコ ミュニケー シ ョン的権力の基礎 を成す

事に よって立法/行 政権 力を制御 し,こ れを

通 じて経済/権 力 システムが もた らす悲惨 さ

の拡大 を封 じ込め る役 割 を果たす.こ の論理

では市民社会 は,資 本/権 力が支配す る領域

としてで はな く,む しろ経済/権 力 システム

の支配 に対 して相対 的に 自立 した コミュニケ
ーション的行為 が展 開 され公共圏域が形成 さ

れる場 として捉 え られてい る.

こうした論理 で重要 な役 割を果 たす のは,

コミュニケー シ ョン的行為 の理論である.こ

れに よれば,凡 そ入間個 々人の認識能力の発

展 を条件付 けるものは,理 解 の共有を意味す

るコミュニ ケー シ ョン的行為 であ り,そ れは

例 えば幼 児 が言語/認 識 能力 を獲得 す る上

で,個 々の言語 がそれ ぞれ に特定 の 「意 味」

を指示す ることを養 育者 との相互行為 を通 じ

て共有化 してい くことに象徴 され る.「 コミ

ュニケー シ ョン的行為 は,単 なる了解過程に

過 ぎないので はな く,行 為者達 は,世 界のあ

るものについて了解 しあ う事 を通 じて,社 会

的集 団への帰属性 と共 に 自己の同一性 を形成

し,確 認 し,更 新する ような相互行為 に,同

時 に参加 して いる9).」 コミュニケー シ ョン

的行為 は,人 類 が行為 を相互 に調整す るため
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の媒介 として発展 させた言語 を通 じて展開 さ

れる,相 互了解行為であ る.そ れは,人 問の

認識行為の基底 を成す ことを通 じて,自 然そ

の他の客観 的世界の把 握 とその解釈 や,社 会

的世 界 とこれ を律す る道 徳等の解釈/形 成,

そ して個 々人 の内面 を規 定す る人格 の形成

を,そ の基底的な面で律す ると言える.

「コミュニケーシ ョン的行為 は,了 解 という

機能的な面 においては,文 化 的知の伝承 と更

新 に役立 っている.ま た行為の調整 とい う局

面では,そ れは社会的統合 と連帯の確立 とに

役立っている.最 後 に社会化 とい う局面では,

それは入格 同一性 の形成 に役立 っている10`.」

「社 会化され た個人 は,文 化的伝 承 に示 され

た諸 関係 や正統 的秩序の 中で安定化 された諸

関係 によ り支え られた相互承認があ って始め

て,自 らを主 体 として確認する事が出来 る一

そ してその逆 もまた成 り立つ。生活世界の中

心 となる コ ミュニケー シ ョン的 日常実践 は,

文化的再生産,社 会統合,社 会化の共同作用

に基づ き同 じ起源か ら生 まれて くる。文化,

社会�l 格 は相互に前提 し合 ってい る⊥i;.」

こうした捉 え方 に基づいて,近 代 の合理主

義が総括 される.そ れ は,文 化/社 会/入 格

が,呪 術 的/神 話的 な世界 を通 じて批判 の余

地の無い もの として一体化 されていた状況か

ら,そ れぞれに問主体問の コ ミュニケーシ ョ

ンを通 じた了解行為 を必 要 とする ものへ と0

性格 を変化 させ たこ とを意味する.そ れは…

面では,予 め確立 された もの としての絶対的

な正義や道徳 の崩壊 を意味 し,あ る状況下で

は"神 々の戦 い『'を招 かざるを得 ない.

近代の展 開は同時 に生活世界の合理化 をも

た らす.生 活世界 とは,日 常 的な生活実践や

主体問の相互行為の中で常識 的な若 しくは当

然の了解事項 として前提 されている認識領域

を意味す る.神 話的/呪 術 的な世界にあって

は批判を許 さない"聖 な るもの"を 頂点 とし

て構成されていた生活世界は,近 代 の開始 に

伴 ってコ ミュニケ ーシ ョンを通 じた相互の了

解 を前提 としたものへ と合理化が進 む.そ れ

は伝統的な価値観や道徳が0批 判す る事が可

能な領域 と して再構成 される過程 を意味す る.

他方で近代の展開は,資 本主義経済の拡大

と席捲 を意味 し,こ れ を通 じて人間の社会的

な活動 は,主 体問の了解行為 ではな くて貨幣

的価値の追求 とい うある種 の共通言語 によっ

て媒介 され,個 々人の活動 は経済 システムに

よって律せ られ る事 とな る.そ れはコ ミュニ

ケー シ ョンに基づ く相互の活動 の調整 を前提

とす る個々人の間の関係が,貨 幣によって媒

介 され る相互行 為へ と転化 す る事 を意味 し

た.マ ルクスによる,個 々の生産者 による具

体的有用労働の,交 換価値 を追求す る抽象的

労働への転化 とい う把握 は,こ の関係 を言い

当てた ものである['。 更 に,国 民国家の形成

と国家権力 の拡大,お よび これに結 びついた

官僚機構 の形成 は,国 民生活 を律す る規制 や

ルールの確 立を通 じて,経 済 システム と共 に

人間 の相 互行 為 を媒 介す る役 割 を果 たす 。

「資本 主義社 会で は,協 働 連関 を没規範 的に

規制す る最 も重要 な実例は市場 である。市場

はシステム規制の一つであ り,さ まざまな行

為帰結 を機 能的 に連結する事 に よって,非 意

図的 な行為連関を安定化 させ るi:.」

ハ ーバーマスは,人 間の認 識活動 の源であ

ると共 に人間の相互の活動 を調整す る役割 を

持つ コ ミュニケー シ ョン的行為 が,社 会的な

機能 の一部 を果たす に過 ぎないはず の経済 シ

ステ ムと権力 システムの浸透 に よって,置 換

され もしくは歪 め られ てい く過程 を,"シ ス

テム による生活世界の植 民地化"と して把握

して いる.そ れは,文 化 ・社会 ・人格の再生 産

が,主 体 間のコ ミュニケーシ ョン的行為では

な くて,経 済・権 力 システム によって媒介 さ

れる過程 を意味する.

「貨幣や権力 の ような媒体 は,… また言語

による合意形成の過程 を回避 しつつ,他 の相

互行為参加者の決定 に対 して,一 般化 された

戦略 的 な影響 を与 える事 が 出来 る ようにす

る.つ まり行為調整に とって,生 活世界は も

はや必要ではな くなる14.」
"生 活世界 の植民 地化"は

,本 来人 間社会

の一構成要素であ るに過 ぎない経済/権 力 シ

ステムが,利 潤/生 産の拡大の 目的のために,

社会全体 さ らには入間相互 の意識構 造 までを

も包摂 し道具化 して しまう過 程 を意味す る.

ここでは個 々人は,意 識 的なコ ミュニケーシ
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ヨン的行為 を通 じて相互の活動 を調 整す る主

体ではな く,経 済 システム と権力 システム と

に取 りこまれた対象 であるに過 ぎない.

他 方で経 済システムその ものは市場 メカニ

ズム を中核 とした内在的な合理性に基づいて

機能 してお り,こ れ を権力的に抑 えこむ事は

不可能である.こ こか ら,「(民 主化 が進むべ

き)目 標 は資本制の経済 システムや官僚的支

配 システムの止揚 ではな く,生 活世界 の領域

を植民地化 しようとす るシステムの命令の干

渉 を民 主的 に封 じ込め るこ と151.」とい う戦

略方向が出て くる.

ここで鍵 となるの は,近 代への移行 に伴っ

て,個 人間の意識 的な相互了解行為 としての

コ ミュ ニケ ー シ ョンに基 づ く公 共圏が,文

化/社 会/人 格 をめ ぐる様 々な局面 で形成 さ

れ ることである.公 共圏 とは,制 度や組織 と

して捉 え られた もの ではない.「 公共圏 とは

せいぜ い,内 容 と態度決定,つ まり意見 につ

いての コミュニケーシ ョンのためのネ ッ トワ

ー クだ と言い得 るに過 ぎない1G).」 「公共圏の

コミュニケーシ ョン構造は,全 体社 会の問題

状況の圧力 に反応 し,影 響力のある意見形成

を刺 激する,い わばセンサ ーの張 り巡 らされ

た網 を形 成 している'".」 コ ミュニケー シ ョ

ンを通 じた相互了解過程は,連 帯的結合 に基

づ く市民社 会 にお ける公共 圏の形成 を促 す.

公共 圏が 重要 な役割 を果 たすの は,そ れが

個々人の私的な領域 と結びついていることに

よる.「 市 民社会の周辺部 は政治 とい う中心

に対 して,新 たな問題状況 を知覚 し同定する

ための よ り豊かな感受性 を有 している点で優

位に立ってお り0こ の ような形で,公 共圏の

コ ミュニケーシ ョン構造は私的生活領域 と結

びついているユ8}.」
"最 後 のマル クス主義者"を 自認するハー

バーマスの市民社会論の特徴 は,あ る意味で

エー レンベ ルグによる市民社会論の二つの潮

流 を再統合す る点 にある.こ れ によれば,正

統派マルクス主義が大衆デモクラシーや社会

国家(福 祉 国家)と い う現代的 な政治状況 を

適切 に説 明で きていない原因は,経 済関係 に

おける階級構造がその まま社会的関係/意 識

全体 に反映 され ると して捉 える点にある.し

か し現実 には市場 関係/資 本主義 は社 会制度

の法的な整 備 と合 い携 えて展開 してきたので

あ り,そ れは社会 関係その ものや労働者階級

の運動 を資本主義 のメカニズムに包摂す る過

程 で もあった."シ ステ ムによる生活世界の

植民地化"と も一体 となった このプロセスで

は,資 本主義 的な蓄積 とい う特殊性 を帯 びた

メカニズムが社会全体 に押 し付 けられるとい

う点で,民 主主義 との問 に一定の緊張関係 を

生 じざるを得 ない.し か しその主戦場 は,一

方で部分 システムであ る経済/権 力システ ム

の社会全体への浸透 と,他 方のコ ミュニケー

シ ョンに基づ く私的/公 共的領域 とい う全体

的/包 括 的 な領域 との,対 抗領域 にあ る19/.

市民社会 はこ うした対 抗関係の中で,コ ミュ

ニケーシ ョンに基づ く公共性 を生 じる場 とし

て把握 される.「 現代 の市民社会…の制度的

核心 をなす のは,自 由意志 に基づ く,非 国家

的・非経済 的 な共同決 定お よび連帯的結合で

あ り,こ れ らの決定 と連帯 的結合 に よって,

公共圏のコ ミュニケー シ ョン構造は生活世界

の社会的構成要素 に根 を持つこ とになる.い

ずれ にせ よ自生的 に成立 した団体 ・組織 運動

は0社 会的 問題状況 について私的生活領域の

中に存在す る共感 を取 り上げ,集 約 し,増 幅

して政治的公共 圏へ と流 し込むのであるが,

この ような団体 ・組織 ・運動 によって市民社会

は成 り立 っているので ある2Q〕.」

コミュニケーシ ョンを通 じて生み出された

公共圏を行政権力 との関係 で捉 え直す ことに

よって0政 治的公共圏 とい う捉え方が生 じる。

それ は私的領域 と行政権力 とを媒介する役割

を果 たす だけ で な く,そ れ 自体,一 方 の経

済/権 力 システムの影響 力 と,他 方のコ ミュ

ニケーシ ョン領域 との抗 争の場 である.「 政

治的公共圏で は,正 統 的な権力の コミュニケ
ー シ ョン的生 産の過程 と

,大 衆 の忠誠 ・受

容 ・システムの命令へ の服 従を調達す るため

のメデ ィア権力の操作 的な使 用の過程が,交

差する2'J.」

ハーバーマスの討議民 主主義,即 ち行政権

力の正統性 の根拠 を民主的 な討議の手続 きに

求め る理論 は,以 上の ような現状分析 を踏 ま

えた ものである.合 理化 され た生活世界では,
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規範や伝統が持 っていた権威 は破綻する と共

にコ ミュニケーシ ョンを通 して流動化 してお

り,こ うした条件下で正統性 を生む根拠 は民

主的 な手続 きに よる政治的意志決定 しかあ り

えない.こ こにお いて行政権力 と公共政策の

正統性 の根拠 は,民 主的 な討議手続 きの充足

とい う面か ら捉 え られる22.「 法治国家の理

念が展開 されるのに必要 な原理 とは,正 統的

な法が コミュニケーシ ョン的権力か ら生み出

され,さ らにこのコ ミュニケーシ ョン的権力

が正統的に制定 された法 を通 じて行政権力へ

と転換 されるこ と,こ れを可能にす る原理で

ある'3}.」 この理 論の核心 にあるの は,コ ミ

ュニケーシ ョンに基づ いて入 を動かす力 とし

ての"コ ミュニケ ーシ ョン的権力"と,政 治的

権力 との相互関係 についての捉 え方であ る.

ハーバーマ スは,こ れについて,H・ アー レ

ン トを引用 して次の ように論 じてい る.

「コ ミュニケ ーシ ョン的権力の根本現象 は

アー レン トの場合,強 制 なきコミュニケーシ

ョンにおいて形成 され る共通 意思の潜勢力で

ある。『権力 は,行 為 した り何か をす る人問

の能力か ら生 じるだけでな く0他 者 と結 びつ

き0他 者 と協調 して行為す る人間の能力 か ら

も生 じる.』 そ うした コ ミュニケーシ ョン的

権力 は,歪 め られていない公 共性 においての

み形成 され るのであ り,歪 曲されていない コ

ミュニケー シ ョンの無傷の間・擁 見性の構造か

ら生 み出 され うる究 」「コミュニケーシ ョン

的に産出 された権 力は,一 方 における法的に

制度化 された意志形成,他 方 における,そ れ

自体 として国家 と経 済か ら等 し く距離 をとる

市民社会の連帯 的結合 に基盤 を持つ,文 化 的

に動員 された公 共圏,こ れ ら両者 の問での相

互作用か ら生 まれるのである臥 」

行政権力 と公共政策 の正統性は,コ ミュニ

ケー ション的権 力 との絶 えざる相互作用 を通

じた動的均衡 として把握 され る.こ の意味で,

公共政策の意志 決定は,公 共 圏に開かれた も

のであるこ とが必要である と共 に,そ の正統

性は,民 主的手続 きとしての側面か ら根拠付

け られる.こ うした 「国民 主権 の手続 き化,

並び に政治 シス テムの政治的公共圏 とい う周

辺的ネ ッ トワー クへ の再結合 は,脱 中心化 さ

れ た 社 会 とい う像 に 合 致 す るｰ_G,.」

民主的手続 きの問題 と して把握 された行政

権力の正統性 は,個 々人が同意 し得 る規範の

自己形成 という側面 を持つ.

「(ルソーの道徳論 に対 して)立 証すべ き課

題は,"市 民の道徳 とは何 か"か ら,"道 理 に

かなった成果を可能 にす るとい う推 定を根拠

付 けるべ き,民 主的 な意見形成や意志形成の

手続 きとは何 か"に 移 る〉;.」「討議倫理は�c

論一般か ら普遍 的な道徳原理 を引 き出そ うと

する ものではない.こ の道徳 原理は,す べ て

の当事者が議論へ参加す る という役割 を引 き

受ける限 りで,規 範の妥当性 を,彼 らの側 で

根拠付け られる同意の可能性 に結びつける_/」

以上 に概観 したコ ミュニケー シ ョン的行為

を軸 とするハーバーマスの論理の特徴 は,次

の点 に要約で きる。第―一に,個 々人の価値観

や認識行為その ものが�ｶ 活世界を前提 した

コミュニケー ション的行為 を媒介に して捉 え

られ ている ことである.第 二 に0コ ミュニケ
ーシ ョン的行為 を通 じた公共的領域 が,生 活

世界 の領域 を植民地化 しようとする経済/権

力システム を民主的 に封 じ込め るとい う,ト
ー タルな戦略方 向の中で位置付 けられている

ことであ る.第 三に,行 政権力 と個々人 との

関係 を,行 政権力/コ ミュニ ケー ション的権

力/公 共圏 とい う三層構造 で捉 えるとい う総

合性 を持つ ことである.こ の論理では0部 分

システ ムに過 ぎない経済/権 力 システ ムに,

全体牲/包 括性 を持つ私的/公 共的領域 が対

置された上で,行 政権力/政 策選択 を正統化

する基準 と しての公共性 は,民 主的 な制 度手

続 きに委ね られ る.

誤解 を恐れず に要約すれ ば,ハ ーバーマス

の 「公共性』は,コ ミュニケーシ ョンに基づ

くと共 に民主主義的手続 きを踏 まえた概念 で

あるこ とに根拠 を持 つ正統性 の基 準 と して,

動的/多 面的に捉 えられている.

経済/権 力 システム と生活世界/公 共 圏ア

プローチ との対置 を要 としたハ ーバーマスの

理論 は,公 共圏 を形成す る協 同体の役割 を重

視 した経済/権 力 システムの制御 とい う側 面

を強 く持 ってお り,環 境 や平和 などの新 たな

社会運動 の役割が重視 される291.反 面 で,こ
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の論理の難点 は,新 たな協同体の生起する可

能性が,具 体的な生活/生 産関係 の変化 に根

ざ した形で は,必 ず しも論証 されていないこ

とであ る.同 時に,政 治/権 力 システムの働

きが,法 律/規 則の制 定を通 じて個 人間の コ

ミュニケー シ ョン的相互調整 にとって変わる

こ と,即 ち"生 活世界 の植民地化"の 論理 に

よって捉 え られている中で0公 共政策の積極

的な役 割 を評価す る もの とはなってい ない.

とりわけ問題 となるのは,こ うしたハーバ ー

マスの論理が ジェンダーや環境な どをめ ぐる

新 しい社 会運動の役割 を積極的 に評価 してい

る反面で,社 会国家 の福祉的給付 を始め とし

た公共政策 を,権 力 システムの浸透 とい う側

面 か ら捉 える傾 向 を強 く持 って いる事 であ

る.こ の点 は,公 共政策 の積極的な役割を模

索す る上での焦点 を曖昧 なもの とし得 る恐 れ

無 しとしない.こ の意味 で,個 々入 と公共政

策 との相互関係 を検討 する上で は,新 たな視

点が必要であ り,求 め られるの はコミュニケ
ーシ ョンの主体 としての個 々人 を実質的に支

える公共政策の役割である と共 に,そ の基礎

となるべ き公共性 もしくは社会的価値 を把 え

る論理 である.

4,"潜 在能ガ'ア プ ロニチと公共政策

個 人を出発点 に置いて公共空間 を把 える上

で,示 唆的 なのはアー レン トの理論である.

斎藤純一 はアー レン トが公共空間を個々人

の 「現れの空聞」 として捉 えたことに注 目し

ている3。〕.古 代 ギ リシャの都 市国家 を理想化

した アー レン トによれ ば,「 公 的領域 その も

のに他 な らないポ リスは,激 しい競技精神で

満た されて いて,ど んな入で も,自 分 を常 に

他 人 と区別 しなければな らず,ユ ニークな偉

業や成績 に よって,自 分 が万人の中の最良の

者であるこ とを示 さねばな らなかった。言い

換 える と公 的領域 は個性 のために保持 されて

いた.そ れ は人 々が,他 人 と取 り替えること

の出来ない真実の 自分を示 し得 る唯一の場所

であ った3'}.」個 人の立場 か ら捉 え られた公

的領域 の リア リティは,画 一 的な基準で評価

される ような客観性 とは まった く異なってい

て,無 数 の遠近法 と側面 とが同時的 に存在す

る場合 に確証 され る.こ うした中にこそ,共

通世界がお のず とその姿 を現 すか らである.

「共通世界 は万人 に共通 の集 会場ではあ るが,

そ こに集 まる人 々は,そ の中で,そ れぞれ異

なった場所 を占めている.そ して二つの物体

が同 じ場所 を占め るこ とが 出来ない ように,

ひと りの人 の場所が他の人の場所 と一致する

ことはない.他 人 によって,見 られ,聞 かれ

るとい う事が重要である とい うのは,す べて

の人が,皆 この ようにそれぞれに異なった立

場か ら見聞 きしてい るか らである.こ れが公

的生活の意味である32).」

斎藤 はこう した取替 えの不可能な存在 とし

ての個人に注 目す るアー レン トの論理が併せ

持 っていた限界 を指摘 している33;.ア ー レン

トは,公 共的空間 を非共約 的な ものの空間 と

して位置付 けた.そ れは誰 も排 除 しないが,

その反面 で共約可能 なもの 一生命の位相 一を

その外部 に排除す る.そ の結果,公 共的な空

間は生命 や身体 とは何 の かか わ りも持 たな

い,あ まりに も純粋 な自由な空問として描か

れ ることになった.ア ー レン トは,身 体/生

命の維持 に必要 な条件 を実質 的に定義 して生

命 を保障す る とい う膨 大な権 力を,公 共的空

間の政治か ら取 り去 って行政権力 に預 けて し

まったのである.し か し,生 命のニーズが公

共的な対応 に相応 しいか どうかを検討 し,そ

れを定義 してい くことは,ま さに公共的空間

における言論のテーマである.斎 藤がここで

重視 するの は,個 々人の生命 のニーズに対す

る公共的な対応 と しての「共約可能な」価値の

内容である.

それでは,取 替 えの不可 能な存在 としての

個 々人の生 を保障す るとい う役割 を公共政策

が果たすためには,ど の ような公共的価値が

基盤に置かれるべ きか.

ここで注 目され るのがA・ セ ンに よる"潜

在能力 アプローチ"を 始め とした理論である.

センの理論 に注 目す る理由は,そ れが共約可

能 な公共 的価値の内容 を,個 々人の 自由の拡

大 とい う視点か ら捉 えている ことによる.個

人の 自由は本質的 に社 会的産物である事 を踏

まえた上 で,個 人の 自由 を拡大す る公共政策
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の役割 と,公 共政策の形成 と選択 に関わる個

人の影響力の拡大 とが,相 互関係の中で捉 え

られている."個 人の自由"に 注 目することに

よって,社 会的//集 合 的な選択 と個々人 によ

る選択 との乖離 は克服することが可能 となる.

「人 々が積 極 的に達成す るこ とがで きる も

の は,経 済的機会 ・政治 的 自由 ・諸々の社会

的 な力 ・基礎 的 な教育 等 に よって影響 され

る.こ れ らの機 会 を確 保す るための体制 は,

人々が自由 を行使 するこ とによって も影響 を

受ける.そ れは社 会的選択,こ れ らの自由 を

前進 させ る公の決定に参加す る自由を通 じて

行使 され.る脚.」

セ ンはa"自 由"の 内容 を二つ の視点 か ら

捉 えてい る。 その第一 は,"潜 在能力アプ ロ
ーチ"で あ る351.個 々人の福祉 の充実は"生

き方や生活のあ り方"を 選択す る自由の拡 大

としての側面か ら捉 え られると共に,そ の実

質的な範囲 と内容 は,所 得 を始め とした客観

的な条件 とそれを活用す る個人の能力 とに よ

って規定 された0選 択可能 な範囲 として定義

される。

「個 入の福 祉 は,そ の人の生活の 質,い わ

ば"生 活』の良 さ"と してみ るこ とが 出来 る.

生活 とは,相 互 に関連 した"機 能"(あ る状

態になった り0何 かをす ること)の 集合 か ら

なってい ると見る ことが 出来る。…重要な機

能は,{適 切 な栄養 を得 ているか}{健康状態 に

あるか}{避け られ る病気に掛 かっていないか}

などとい った基 本的 な ものか ら,{幸 福 で あ

るか}伯 尊心 を持 ってい るか}{社 会生活 に参

加 してい るか}な どとい った複雑 なもの まで

多岐にわた る.人 の存在 はこの ような機能 に

よって構成 されてお り,人 の福祉の評価 はこ

れ らの構成要素 を評価す る形 を とるべ きであ

る.… 機能の概念 と密接 に関連 してい るのが,
"潜在 能力"で ある

.こ れ は,人 が行 うこ と

の出来る様 々な機能の組み合 わせ を表 してい

る.し たが って,"潜 在能力"は{様 々な タイ

プの生活 を送 る}と い う個人 の 自由 を反映 し

た機能のベ ク トルの集合 として表す ことが出

来る.… 機能空間 における"潜 在能力集合"

は,ど の ような生活 を選択 で きるか という個

人の"自 由"を 表 してい る36.」

個人の福祉す なわち"生 活 の良さ"を 機瀧

の集合 として把 える とい うセ ンの 指摘 は,

人々の福祉 の水準 を"機 能"の 内容 を具体化

す る作業 を通 じて,客 観 的に評価す る上での

展望を明 らかにす るものであ り,今 後の政策

公準 としての活用に向けた見通 しを示 してい

る.こ こで注 目され るのは,◎`潜 在能力"を

真の 自由 として把 える視角である.

「"潜在能力"と は,第 一に価値ある機能を

達成す る自由を反映 した ものである.そ れは,

自由を達成す るための手段 ではな く,自 由そ

の もの に直接,注 目す る。 そ して それ は,

我 々が持 ってい る真 の選択 肢 を明 らか にす

る.こ の意味 において,"潜 在能ガ'は 実 質

的な自由を反映 した もの といえる。機能が個

人の福祉の構 成要素 である限 り,"潜 在能力"

は個 人の福 祉 を達成 しようとす る自由 を表 し

ている3一.」「ある人の"潜 在 能ガ'と は,そ

の人に とって達成可能 な諸機能の代 替的な組

み合 わせ を意味す る."潜 在 能力"は 従 って
一種 の自由 なのである。今 までの ものに替 わ

る機能の組み合 わせ(様 々なライフス タイル

を生み出す こと)を 達成す る真の 自由なの だ
3δ.」 セ ンは更 に,"潜 在能力"に 注 目す るこ

とを通 じて,― 一方での個 々入の多様性 と自由

な発展,他 方での 自由 を保障する政策課題 と

の相互関係 を明 らか に してい る.「 基礎教育,

初歩的 な医療,安 定 した雇用 とい うよ うな社

会的 ・経済的要 因は,そ れ 自体重要 であ るだ

けで ない.人 々が勇気 と自由 を持 って世界 に

直面する機 会を与 える上で果たす ことので き

る役割 も重 要なのであ る.こ れ らを考慮す る

ことは,よ り幅の広い情報ベース,特 に人々

が価 値あ りと自 ら判断す る暮 らしを選ぶ こと

ので きる"潜 在能力"に 焦点 を当て ることを

要求する391.」

自由につ いてのセ ンに よる第二の視点 は,

単 に効用や"状 態の よさ"と しての福祉 の追

求に止 まらず に,自 らの価値 観に基づ く行為

主体 と して行動 す る 自由 とい う捉 え方 で あ

る.そ れは個 々人の合理 的な行動の根拠/背

景 を,価 値 ある入生の選択に向けた行動 とし

て捉 える視点 と言い換 えることが出来る.

「(自由の重要性 についての)第 二の理由は,
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自由が成功 と失敗 の評価 の基礎であるだけで

なく,個 人の独創力 と社会 的有効性 を決定す

るのに重要だか らである.よ り多 くの自由は

人々が自 らを助 け,世 界に影響 を与 える能力

を向上 させ る.こ れ は,我 々が個人の"エ ー

ジェンシー(主 体 性,能 動 的な力)の 側面"

と呼 ぶ もの に関連 するao;.」「社 会的 に責任 の

あ る判 断 と正義 の考 え方 とを どう用 い るか

は,個 人的 自由が何 よ りも重要であることと

緊密 に関係す る.… 正義の観念 は人々を動か

し得 る一そ して しばしば動かす一関心事 に含

まれる.社 会的価値 は様々な形態の社会組織

の成功 において重要な役割 を果たす ことが出

来る し,果 た して きた.… 正義 に関す る基本

的考 えは,社 会的存在 としての人間にとって

無縁 ではない.社 会的存在 としての人間は 自

己利益 について心 を砕 くだけで なく,家 族 の

成員,隣 人,中 間の市民,世 界の他の人々に

ついて考 えることもで きるのだ41㌧」 これ らの

指摘 では,正 義の観念は個 々入 に内在的な も

のとして,社 会的存在 としての個 人の"自 由"

の延長上 に置かれているこ とは重要 な点であ

る.や や砕いて言えば,秩 序 と思いや りに満

ちた社会 は,個 人の自由をその基盤にする.

自由に焦点 を当てるセ ンの理論のもう一つ

の特徴は,一 方での個人の様々なレベルの自由

の拡大 と,他 方で政治/経 済 システムの評価や

社会制度の形成 と制御のために個々人が主体的

な役割を果たす可能性 とが,統 一的に捉えられ

ていることである.そ れは,個 人の自由の実践

とその背景 としての価値観,価 値観の自由な形

成を条件付ける社会/政 治システム,公 共の討

議 を通 じた社会制度の評価/形 成/制 御の可能

性 という形で把えられている.

「自由を実践 させる ものは価値観だが,価 値

観は公 開の討議 と社 会的な相互作用 によって

影響 される.こ うした討議や相互作用 自体は,

参加 の 自由に よって影響 され る42:.」「政治的

自由を支持す る最 も有力 な主張の一つの根拠

は,政 治的 自由が市民に与 える,優 先順位 の

選択 に当たっての価値 を討議 し,議 論する一

そ してその選択 に参加する一機会そのもので

ある.個 人の 自由は本質的に社会的産物 であ

る.そ して,① 個人的 自由を拡大する社 会体

制 と,② 個々人の生活 を改善するだけでな く,

社会制度 をもっ と適切で有効な ものにするた

めに個人の 自由を行使す ること…の問には双

方向の関係 が存在す る.さ らに,何 が正義で

あ り,妥 当な ことなのか について個 々人が ど

う判断するかは,個 人が 自分の 自由をどの様

に活用す るかに影響 を与 えるが,そ うした認

識 は社 会的連携 に掛か っている.特 に,意 見

を交換 しなが ら皆が共有す る認識 を形成す る

こと,そ して問題や是正策 を,カ を合 わせて

理解す ることに掛かってい る43〕.」公共政策の

役割 と内容 は,討 議 を通 じた価値観の形成 と,

参加の 自由を核心 に置いた政治 的自由/政 策

選択への参加の保障を前提 として,"潜 在能力"

の拡大 を始 め とした 自由 を拡大す るための条

件 として,"個 人の 自由"を 要に して捉 えられ

ている.「 公 開の論議 と社会 的参加の問題 は,

民主制度下 におけ る政策形成 に とって核心的

な事 である0… 自由指 向のアプローチにおい

ては,参 加 の自由は公 的政策の分析 に とって

の核心にならざるを得ない44;.」

ここでは"自 由"の 概念 は,積 極 的自由 と

消極 的 自由 とい う従 来の捉 え方 だけで はな

く,そ うした自由 を保 障するシステムの形成

自体 に参加す ることの 自由や,こ れを通 じた

価値観 の形成 まで を含め て捉 え られてお り,

その意味で 冒頭に紹 介 した新社会権 とも基盤

を同 じ くす る論理 とい う事 が出来る.こ の論

理では,公 共性 は 「個 人の 自由』の概念 を通

じて捉 え返す ことが可 能であ り,そ れは本稿

の現代 的公共性 とい う把握 につながる もので

ある.

5,地 方 自治制度改革め論点 と現代的公

共性

①現代的公共性と社会的共同義務

政府/国 家の権威 が相対化す ると共 に,公

共性 とその判断基準 をめ ぐる議論 が地方 自治

制度改革をめ ぐる論点 とも絡み合いなが ら議

論 されてい る中で,西 尾他編の 『自治か ら考

える公共性』 は,多 くの論者 による視点 を提

供 している.本 稿 との関係 で注 目される論点

は次 の様 な ものであ る.第 一 に,公 共性 を
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『自由/平 等 な個 人の 《相互性》 を意味す る』

とす る論理であ り,公 共性の内容 は個人では

解決で きない課題領域 に対処 する思考規範/

合意手続 きとされる45}.第 二に,国 民国家の統

治システム を強制/支 配 シス テム として捉 え

た上 で,こ れ を補 う共感/連 帯 システムへの

契機 として,基 礎的 自治体内の一定地域に近

隣自治体の設置を展望す るとい う議論である
1〔〕1.第 三 に,公 と私の領域区分 について,私 的

領域 ・共同(公 共)的 領域 ・行政 的領域 とい

う三分論 を構想 した上で,共 同の領域 をコ ミ

ュニティ形成に求める とい う議論である1丁。

これらの論点には幾つかの示唆を含 む反面

で,個 入の意思やその社会的存立の根拠 と公

共性 との相互関係 を把 える視点が稀 薄であ る

ことと共 に,私/共/行 政 を機械 的に区分す

るといった傾向が強いこ とを指摘せ ざるを得

ない.こ れ に伴 う問題 として例 えば私/共/

行政の区分論 については,三 つの領域 につい

ての指摘が単純な三分論 に止 まるだけで,相

互の 関係 を捉 えてい ない こ とと共 に,共 同

(公共)的 領 域 を強調す るこ とが 自治体 の責

任範囲の縮小 と併行 して議論 されているに止

まるという限界 を持 つこ とで ある.そ れ は半

強制的な市町村合併 と一体 となった近隣 自治

体の設置 という議論に も共通す る弱 点 とい う

ことがで きる。

総 じて言 えば,社 会的存在 と しての個 々人

間で形成 された公共的 な圏域 を基礎 として,

政府/公 共政策の正統性 の基準 としての公共

性 を展望す る とい う トー タルな視点が明確で

ない ことであ る.

本稿の論点か ら言えば,論 じるべ きは地方

自治制度を現代的公共性 を担 う基礎 的で重要

な一翼 として把 えた上で,そ の改革 に向けた

課題 を見 出す こ とである.出 発点 として重要

なの は地方 自治体の位 置づ けであ る.公 共政

策 を権力 システムの浸透 という側面か らのみ

把 える視点 か らは,現 代的公共性 を担 う地方

制度改革 を展望することは困難である.

この点で,政 府が主導する福祉国家型政策

の推進が弱 く,革 新自治体を通じた福祉政策

の拡大を経験 した日本での地方自治をめぐる

議論では,自 治体の役割が二重の側面を持つ

こと,即 ち権力 的な政 策執行 と共 に住民 の運

動に よって提起 された暮 らしを支 える諸政策

の実施主体 とい う側面 を,併 せ持つ とされて

きたこ とは強調 するべ きであろう.こ うした

論点 は,公 務労働が一方では国家 に包摂 され

て資本や権力 に奉 仕する労働 としての側面 と

共に,他 方では住民の共同業務 を遂行す る役

割 とい う,二 重の性格 を持 つ とす る論点がベ
ースになってい る.公 務労働 の二重性 は,官

僚機構 の下での官治的行政 と,他 方での住民

による社会 的共 同業務の民 主的な再建 との,

対抗 関係の 中で把 握 されて きた.そ の 中で,

現実 に社会的共同業務 として指摘 されて きた

のは,福 祉/保 育や公害/環 境や町づ くり等

の課 題であ り,こ れ らはセ ンが指摘す るよう

な 『個人の 自由』 と 『生活の質』の向上を支

える基礎条件 として捉 えることがで きる。

ここで重要 なの は,新 社 会権 の展開 を支 え

るシステム として 自治体 を把 えた上で,そ の

役割 を明 らか にす ることである.そ のために

は,自 治体が責任 を負 うべ き社会的共同業務

の範 囲や担 い手 と住民 との相互関係 を動的 ・

発展 的に把 えることので きる論理が必要であ

る。以下で はﾘ社 会的共同業務の展 開過程 と

住民 の共同的な活動 との相互関係を踏 まえて0

これ らを総体 としてのイ ンフラス トラクチ ャ

ーと して把 える論 理 を紹介 する .あ わせ て,

インフラス トラクチ ャーの発展が住 民 自身の

政策選択 ・評価能力の発達 と表裏の関係 にあ

ることを明 らか に した上で,こ うした発展 の

ダイナ ミクスの中での個々人,共 同的な活動,

そして公務労働の位置 と役割 を論 じる.こ れ

らは,現 代的公共性の形成過程 として捉 え直

す ことがで きる.

②社会的共同業務 とインフラス トラクチ ャー

社会的共同業務を遂行する仕組みやシステ

ムを概念化する上で示唆的なのは,社 会的共

同業務の原点を共同財 として捉える論理であ

る.資 本主義経済が顕著に発展する以前の社

会や地域において,血 縁関係による家族協同

体や地縁関係による地域共同体が人間の生産

や生活や文化を支えるために作 り上げた,施

設や仕組みや規範的な倫理は,地 域社会の共
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同財 と呼ぶ ことが出来る.そ こでは地域社会

の生産や消 費/文 化等の多様 な労働 と生活の

内容 は,し ば しば未分離で一体 の ものであ り,

構成員の 自発 的な労働の提供や交流や交替制

の労役提供 によって維持 されて きた.こ うし

た 「共同財」 の持つ総合的 な性質は,公 共財

と私的財へ の分化が進み0そ れぞれが利潤原

理 や官僚 主義 な どの独 自の論 理 で発展 す る

と,次 第に失われやす くなる18;.

共 同財 につ いて の論点 を念頭 に置 いた上

で,現 代における社会的共同業務 を論 じるた

めには,資 本主義 的生活様式 についての論点

が重要である.そ れが意味する ものは,消 費

生活の単位 に特化 しつつあ る家族 が小規模化

す る と共 に地 域社 会 か ら孤立 しがちな一方

で,生 活の質が生活手段の商品品質やマーケ

ティング戦 略に全面的 に依存 する ようになる

ことであ る49J.同 時に注 目す るべ きは,こ う

した個々人の生活 の個別化その ものが,結 果

的には公共 的な圏域 を意識的に構築 する必要

性 を顕在化 させ るこ とであ る.そ れを端的 に

示す具体例 は,現 代 の育児不安や乳幼児虐待

な どの問題 である.育 児問題の基礎的な背景

を成す要因の一つ として,育 児についての相

談相手 もいない状態 の中で,育 児に対する不

安が高 まる ことと共 に,乳 幼 児 との共感関係

が得 られない申で"子 ど もが可愛 いと思 えな

い"と い った深刻 な事例の拡が りが見 られる.

親 自身が子 育てに喜 びを見出す ことが出来 る

能力の未発達 とい う現象 は,家 族 に固有の役

割 として捉 え られ て きた領域 その ものを,社

会 的な視点か ら捉 え直す ことの必要性,言 葉

を換 えれば,私 的領域 としての親密圏の中核

を成す と見 なされて きた領域 が,公 共的な支

援 を必要 とす るに至 った ことを示 してい る.

私 的領域 と公 的な領域 とを対 立的に捉える傾

向に対 して決定的 な打撃 を与 えかねないこの

事実が意味す るこ とは,生 活 者 としての市民

を孤独 な消 費者 に綾小化す ることは出来ない

ことである.こ れ を公共政策の役割 として捉

え直すな らば,住 民相互の コミュニケーシ ョ

ンを背景 とした,新 たな子育て文化の形成 を

サポー トする基盤 的なシステムを整備す るこ

とが,従 来の諸施策 に加 えて公共政策の新た

な課題 とな った ことを意味する5①.

こうした点で示 唆的なのは,子 育 て世帯 の

孤立化 とこれを背景 とした乳幼児虐待 などの

育児問題が広が る中で,保 育所が核 となって

親 どうしの育児 グループの結成 を含 む子育 て

支援 の輪が広げ られ,育 児の専門家 である保

育士や他 の親た ち との交流 を通 じて育児不

安 ・ノイローゼの親が子育 ての喜びを見出す

といった事例であ る。それは子育て世帯の中

に埋 もれていた"孤 立化 した子育て"と い う

私的な領域での営 みを,親 同士の交流 を通 し

た子育 てという公共的な領域 に引 き上げた と

いえる ものであ り,子 育 て世帯 自身が,意 識

的なコ ミュニケー ションを通 じた地域社会 関

係の形成 に向か うことが,そ れ 自体 として社

会的な援助の必要 な課題 となった段階で の,

新 たな社会的共同業務 を担 う子育て支援 シス

テムの構 築 として捉 える ことがで きる.

こうした事例 は,他 の分野で も見 ることが

出来 る.例 えば地域環境 を改善 ・維持するた

めに 「まちづ くり協議会」 を結成 して まちづ

くりのビジ ョンを作成す る と共に,自 治体 の

都市計画部 門によって建築活動をコン トm

ルす るシス テムは,全 体 として まちづ くりを

推進す る公/共 の協働 システム として捉 える

ことがで きる.そ の背景 にあるのは,現 代 的

生活様式の大 きな特徴 と して,住 民相互の利

害調整 に向 けたルールや コ ミュニケーション

を通 じた公共的な圏域の形成が,そ れ 自体 と

して社会的 な重要性 を高め公共的な側面を持

つことであ る.こ うした公/共 の協働 システ

ムは,現 代 的な意 味での共同財の再生 とい う

事が 出来るであ ろう。

本稿では,こ うした システムを,社 会的共

同業務 を担 うイ ンフラス トラクチャーの再構

築 として捉 える.こ の場合 にはイ ンフラス ト

ラクチ ャーは,共 同財 を原点 として個 人の自

立を支援す るための施設やサービスや法律 ・

ルールな どの,ソ フ トとハー ドを結合 した概

念 として捉 えられ る5').こ の ような視点か ら

見 るならば0自 治体の各分野 で見 る事が 出来

る上記の ような事例 は,社 会的共同業務 を担

うインフラス トラクチ ャーの下か らの形成過

程 として捉 えることが 出来る.

―86―



現代的公共性と地方自治

ここで重視す るべ きは,イ ンフラス トラ ク

チャーが創造 され るプ ロセスを通 じた,コ ミ

ュニケーシ ョン ・公共圏の拡大 と社 会的共 同

業務の展開 との相互関係である.

上述 した子育て支援 システムの例 を挙 げる

な らば,そ の形成過程 は,高 度経済成長期 に

都市 に人口が集中する中で,保 育所の整備 を

求 め る市 民の声 と運 動 の高 ま りを背 景 と し

て,新 たな要求 に応 える政策 として 自治体 に

よる保育所 の整備が行われて保育士が配置 さ

れたことを出発点 とす る。 さらに専門職 とし

ての集団的な力量が形成 される中で保育士 の

活動 を通 じて培 われた"共 同の子育て"と い

う子育てのあ り方が,地 域 での子育て全体 を

視野 に置いた もの として継承され,親 自身の

手 による育 児グループづ くりな どの活動 を包

含/援 助す る形で子育て を支援す るシステム

として展開 された。要約すれば,社 会的な保

育制 度を求 める市民の問での公共的 な圏域の

形成 とそれに媒介 された活動 の具体化,他 方

では公的主体 としての 自治体 による政策の実

施 と公務労働 を通 じた具体 的な展開 とが相互

に条件付ける形で,個 々の親達の生 き生 きと

した子育ての条件 となるイ ンフラス トラクチ

ャーを形成 した と言 える.こ うして形成 され

たイ ンフラス トラクチ ャーは0総 ての乳幼児

世 帯 を把 握す る健診 システ ムな どの制 度化

や0或 いは育児 グループの活動 を通 じて,孤

立 して相談相手のいない育児不安 に陥 りが ち

な子育て世帯 を"発 見"す る と共 に,コ ミュ

ニケーシ ョンの輪の中に招 き入れ る.そ して

一一方 では社 会的共 同業務 としての対応が必要

な範 囲の拡 が りを顕在化 させ る と同時に,他

方で は公共 的な圏域の拡大 を通 じて新社会権

の担 い手の拡大 と,現 代 的公共性 を形成す る

役割 りを果 たす.

③地方自治制度改革をめぐる論点～社会的共

同業務の制御 と新社会権

個人の主権 と自由を基礎 とした地方自治の

論理 を構築する上で,「 個人に自由を実践 させ

る ものはその人の価値 観である」 とするセン

の指摘は興味深い.そ れは,『 自由な個 々人』

を担い手 とす る自治体 が,全 体 にとっての利

益になる公共政策を遂行する可能性 と見通 し

を示唆する.本 稿の論点からすれば,社 会的

共同業務の展開を通 じて公共的な圏域が形成

され拡大する過程は,住 民自身が自治体の政

策を選択し評価する能力が発展する過程とし

て,言 い換えれば新社会権を担う主体の発達

過程として把えることができる.こ うした認

識に基づいて,こ こでは最後に,基 礎 自治体

の規範的な側面か らの位置づけと地方制度改

革に向けた基礎的な視点を指摘 したい.

基礎 自治体 は�ﾂ 人間の コ ミュニケー シ ョ

ンに媒介 された公共 圏域 の形成 を念頭 に置 い

て,そ の延長線 ヒに位置付 けることがで きる.

この場合 には,自 治体 自身 は,様 々な領域 で

生 じる公共 圏の結節 点 と しての側面 を持 つ。

こうした捉 え方か ら,現 在の地方 自治改革 に

関わる次の様な視点 を提起することが出来る.

第一に,基 礎 自治体 を,個 人の自由 と福 祉

を拡大する社会的共 同業務の基礎単位 として

捉え ることであ る.自 治体 による社会的共同

業務 の基本的な役割 は0個 々人の 「潜在能力』

すなわち"生 きるに値す る人生 を選択す る能

力"の 拡大 として捉 えることがで きる。それ

は市民 の多様な価値観 を前提 した`』生活の質'

の向上 と言い換 え るこ と もで きる もの であ

り,個 々人の幸福追求 と自治体 の役割 との相

互関係 は0大 き く広が りを持 って考 える事 が

可能になる.

第二 に,自 治体 が責 任 を持つ べ き政 策 領

域/社 会的共同業務の範囲 と内容 を動態的 に

把握 するこ とであ る.社 会的共同業務の範 囲

と内容は,現 実の暮 らしの場 における社 会的

に供給 され るサー ビスへの依 存の深 ま り等 の

要因に よって,最 も基 底的な レベルで規定 さ

れる.同 時 に念頭 に置 くべ きは,住 民生活 の

個別化 の中で,都 市地域での高齢者の孤独死

などに象徴 される ように,社 会的必要性 その

ものが埋没する傾 向 を持 つこ とである。これ

は,新 たな問題の社 会的な顕在化 に向けた 自

治体 の活動が重 要 な役 割 を担 うことを示す と

共に,社 会的共 同業務 として認知 される範 囲

を動態 的に把握 す る必要のあることを示唆す

るものである.

第三に,社 会的共同業務の担い手が多元化

一87一



財政 と公共政 策 第27巻 第1号(通 巻第37号)2005年5月

す る中で,自 治体 と住民 自身の共同的な活動

を,総 体 として社会 的共 同業務 を担 うイ ンフ

ラス トラクチャーの一翼 として捉 えることで

ある.そ れは私 的な団体 ・ネッ トワークの社

会的 な役割 を積極 的に評価す ると共 に,こ れ

との関係 を含 めてイ ンフラス トラクチ ャーが

形成 され機 能す る上 での 自治体の基底的な役

割 を明確 にす ることを意味す る.

第四に,自 治体行財政 の質 を評価す る基準

として社会 的共 同業務 を位置付 けることであ

る.自 治体行財政 を評価す る枠組み として最

も基本的な視点 は,そ れが社会的共 同業務 の

実施 を担 うイ ンフ ラス トラクチ ャーを創造 し

機能 させる上での適切 な役割 を果た している

か否かに在 る.こ こでは同時 に,社 会的共 同

業務の範 囲 を認知 し自治体行財政を評価す る

主体 としての住民 の評価 能力それ 自体は,公

共圏域の形成 や コミュニケーシ ョンを通 じた

価値観の形成 と併 行 して進 むこ とに注 目す る

必要がある.反 面 で社会的共同業務の展開が,

孤立 しがちな住民相互 間での コ ミュニケーシ

ョンを通 じた公共 圏の形成 を媒介す る役割 を

果たす ことに注 目するな らば,イ ンフラス ト

ラクチ ャーの形成 と社会 的共同業務 として認

知 され る範 囲の拡大 とは,相 乗的に進む とい

うことが出来 る.

第五 に,自 治体 の規模 や政策決定 ・運営の

シス テムを,制 度 的な民主主義 と多様な公共

圏 との往復 が容易 で可能 な形態 にあらためる

事であ る.そ れは議会や首長な どの制度的な

権限 と,様 々な領域 での公共圏 との相互 関係

を保 障 し得 る制度/シ ス テム を確立す るこ

と,自 治体 の構造 を,社 会的共同業務の実施

とインフラス トラ クチ ャーの協 働的な創造/

制御 にとって0効 果 的で適切な範囲/形 態 に

整 えることで もある.従 来合 併 を繰 り返す こ

とで拡大 して きた 自治体 内部の分権化や政策

運営 の参加/協 働 型へ の改 革 を進め る こと

は,社 会 的共 同業務 として実施が必要な範囲

の判断や,イ ンフ ラス トラクチ ャーの協動的

な創造/維 持,さ らには自治体 の政策遂行 に

ついての評価,な どの点で大 きな役割を果た

す といえる.

基礎 自治体の役割/機 能を以上のように捉

えることは,自 治体の規模/合 併 に関わる議

論や,自 治体内の分権 制度の展望,NPO/住

民団体 と自治体 との相互 関係,自 治体の政策

評価 とその役割 などの,現 代地方 自治改革 を

め ぐる論点 に大 きな示唆を与えると思われる.
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